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会  員  各  位 

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 

群馬県支部長  武  井      宏 

 

令和６年度安全衛生推進者養成講習の実施について 

 

 労働安全衛生法（第１２条の２）では、労働者１０人以上５０人未満の事業場における安全衛

生管理体制の強化並びに安全衛生水準の向上を図るため、事業場ごとに一定の資格を持った安全

衛生推進者の選任が義務づけられております。本講習は、陸運業に従事する安全衛生推進者の養

成を図ることを目的とし、講習を修了すると安全衛生推進者の選任資格が取得できます。 

 当支部は、群馬労働局長から安全衛生推進者等養成講習機関（登録番号 省令第５号 登録有

効期間 令和１１年９月３０日迄）としての登録を受け、この資格取得講習を下記により実施い

たしますので、受講いただきますようご案内申し上げます。 

なお、受講者の健康の確保や新型コロナウイルス感染症等の感染拡大を防止する観点から、今

後の状況によっては、「中止」する場合がございますことを予めご了承ください。 

 

記 

 

１ 日   時  令和７年２月４日（火） ８：３０～１６：５０ 

           〃   ５日（水） ９：００～１２：１０ 

２ 場   所  群馬県交通運輸 ２階 第１研修室 

３ 対 象 者  常時１０人以上５０人未満の労働者を使用する事業場で、安全衛生推進者と

して選任されることが予定されている者 

４ 定   員  ８０名（定員になり次第締め切ります。） 

５ 受 講 料 等  会 員  受講料９，９００円（税込）・テキスト代は当支部負担 

         非会員  受講料９，９００円（税込）・テキスト代２，５３０円（税込） 

６ 受 講 科 目  別紙「講習カリキュラム」のとおり 

７ 申込み方法  別紙「受講申込書」に所定事項を記入の上、自動車運転免許証の写し１枚に

受講料等を添えて１月１５日（水）から１月２８日（火）までに当支部（群馬

県トラック協会内）へお申込み願います（現金書留による郵送申込可・ファッ

クス不可）。申込書の不足分については、必要部数をコピーしてご使用下さい。 

なお、受講料等の返戻は、講習実施日の７日前までですのでご注意下さい。 

８ そ の 他 ・所定の講習を修了した者には、修了証を交付いたします。 

        ・飲物及び昼食は受講者が各自ご用意願います。 

 

※ 既に本講習を受講された者は再度、受講される必要はありません。 



○安全衛生推進者の要選任事業場及びその業務 

根 拠 法 令 
○労働安全衛生法第１２条の２ 

○安全衛生推進者等養成講習について(昭和 63．12．9基発第 749号) 

対象事業場 ○常時 10人以上 50人未満の労働者を使用する事業場 

対 象 業 種 
○建設業、鉱業、林業、運送業、清掃業、製造業、通信業、電気業、ガス業、水道

業、熱供給業、自動車整備業、機械修理業、各種製品卸売業、家具・建具・じゅ

う器等卸売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 

職   務 

○労働者の危険又は健康障害の防止 

○安全衛生の教育 

○健康診断及び健康の維持促進 

○災害原因の調査、再発防止策その他 

 

○安全衛生推進者の資格～次のいずれかに該当する者 

１ 大学・高等専門学校を卒業した者で、その後 1 年以上安全衛生の実務に従事した経

験を有する者 

２ 高等学校を卒業した者で、その後３年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有す

る者 

３ ５年以上の安全衛生の実務に従事した経験を有する者 

４ 厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者 

 

○安全衛生推進者養成講習カリキュラム 
（第１日目） 

科  目 範     囲 時間 時間割 

安全管理 安全衛生推進者の役割と職務、安全活

動、労働災害の原因の調査と再発防止

対策 

２ 8：30～10：30 

安全衛生関係法令 労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57

号。以下「法」という。）及び労働者

派遣事業の就業条件の整備等に関す

る法律（昭和 60年法律第 88号。以下

「労働者派遣法」という。）並びにこ

れらに基づく命令中の関係条項 

２ 
10：40～12：10 

13：00～13：30 

作業環境管理及び作

業管理 

作業環境測定、作業環境改善、作業方

法の改善、労働衛生保護具 
２ 13：40～15：40 

健康の保持増進対策 健康診断、労働衛生統計、労働生理、

健康教育 
１ 15：50～16：50 

 

（第２日目） 

科  目 範     囲 時間 時間割 

安全衛生教育 安全衛生教育の方法、作業標準の作成

と周知 
１ 9：00～10：00 

危険性又は有害性等

の調査及びその結果

に基づき講ずる措置

等 

危険性又は有害性等の調査及びその

結果に基づき講ずる措置等 
２ 10：10～12：10 

※ 講師の都合等により、カリキュラムの順番につき、変更することがある。 



安全衛生推進者養成講習 
受講申込書 

修了証台帳 

                    

                    

 

 令和    年    月    日 

 

                          （受講者自署）氏名                  

 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会群馬県支部 御中 

 

（注）１  ※以外の欄は受講者において全部記載すること｡ 

   ２  記入していただいた個人情報は､講習業務以外では一切使用いたしません｡ 

 

   

 

受講番号 ※ 

ふ り が な  性別 

修 了 証 

番 号 

 

※ 
氏        名  

男 

･ 

女 

生  年  月  日 昭和・平成   年   月   日 交付年月日 
※  

令和  年  月  日 

 

現 住 所 

 

〒  
 

 
                                     ☎      －   － 

勤務先 

所在地 
〒 

名 称  
                                     ☎      －   － 

書 替 又 は 

再 交 付 

※  替・再      年   月   日  

※  替・再      年   月   日  

受講料 ※ 

テキスト代 ※ 

合 計 ※ 

確認事項 実施管理者 副実施管理者 担当者 

氏名・生年月

日・現住所・

運転免許証

(写)・受講

料・教本代 

   

現金 ※ 

振込 ※ 

その他 ※ 


